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2　

財
政
健
全
化
の
推
進

①
歳
入
の
確
保

　

町
税
や
地
方
交
付
税
の
確
保
は
も
と
よ

り
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る

歳
入
の
確
保
に
努
め
る
。

②
事
業
の
見
直
し
の
徹
底

　

行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
内

容
に
即
し
、
事
業
の
廃
止
、
休
止
や
新

規
事
業
の
調
整
。 

ま
た
、
職
員
が
持
っ

て
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
民
間
団
体
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
最
大
限
活
用
し
、
知
恵
と

工
夫
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
。

③
管
理
運
営
経
費
の
縮
減

　

施
設
の
維
持
管
理
は
、
契
約
全
般
に
わ

た
り
競
争
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
や
委
託

契
約
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
な
ど
徹
底

し
た
経
費
削
減
。

④
予
算
調
整
範
囲
の
重
点
化
と
各
部
局
の

主
体
性
を
生
か
し
た
予
算
編
成

・

各
部
局
に
主
体
性
を
持
つ
予
算
編
成
と

し
、
そ
の
範
囲
内
で
各
部
局
が
権
限
と

責
任
を
持
っ
た
予
算
編
成
。

・

コ
ス
ト
意
識
を
徹
底
し
、
費
用
対
効
果

を
検
証
し
な
が
ら
効
率
的
な
運
用
。

・

ビ
ル
ド
＆
ス
ク
ラ
ッ
プ
と
事
業
の
終
期

設
定
を
徹
底
し
、
目
的
や
達
成
目
標
が

明
確
に
な
っ
て
い
る
か
の
検
討
。

⑤
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
推
進
お
よ
び
総
合
計

画
基
本
構
想
第
10
期
基
本
計
画
、
行
財

政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
行
管
理

・

住
民
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
把
握
し
た
う
え

で
の
緊
急
度
、
効
果
な
ど
に
よ
る
優
先

順
位
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
に
よ
る
施

策
選
択
の
徹
底
。

⑥
新
規
重
点
枠
の
設
定

・

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
58
項
目
中
、
平
成
22

年
度
に
優
先
的
に
実
施
す
る
も
の
や

総
合
計
画
に
基
づ
く
事
業
。

⑦
事
業
の
目
的
設
定
と
住
民
へ
の
説
明

・

予
算
編
成
作
業
の
透
明
性
の
向
上
、

積
極
的
な
情
報
提
供
の
観
点
か
ら
予

算
案
作
成
状
況
を
積
極
的
に
公
表
。

・

事
業
実
施
の
成
果
を
明
ら
か
に
し
、

住
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、

予
算
要
求
は
、
各
事
業
の
目
標
設
定

を
行
う
。
ま
た
、
当
初
予
算
の
主
要

な
目
標
を
公
表
し
、
決
算
時
な
ど
に

目
標
の
達
成
状
況
を
明
確
化
。

⑧
後
年
度
負
担
の
把
握

・

計
画
的
な
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た

め
、
各
種
事
業
は
後
年
度
負
担
の
見

込
み
を
把
握
し
、
将
来
多
大
な
財
政

負
担
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
検
討
。

・

新
規
事
業
や
施
設
整
備
は
、
計
画
段

階
か
ら
執
行
体
制
や
管
理
運
営
の
あ

り
方
に
つ
い
て
の
方
針
を
設
定
。

・

事
業
実
施
は
、
常
に
財
源
の
最
も
効

率
的
な
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮

し
た
事
業
化
。

⑨
財
政
秩
序
の
確
保
お
よ
び
財
政
負
担

を
伴
う
事
業
の
調
整

・

国
、
県
、
受
益
者
な
ど
関
係
機
関
と

事
前
に
意
見
調
整
を
行
い
、
事
業
主

体
、
責
任
分
野
、
経
費
負
担
区
分
を

明
確
に
し
た
財
政
秩
序
の
確
保
。

予
算
編
成
の
要
領

　

町
民
意
識
、
経
済
、
社
会
情
勢
を
十
分

に
考
慮
し
て
、
各
種
施
策
の
優
先
順
位
、

重
点
化
を
進
め
た
予
算
編
成
を
基
本
と

し
、
次
の
よ
う
な
予
算
要
求
に
努
め
て
い

ま
す
。

1　

町
税

　
　

引
き
続
き
徴
収
努
力
を
行
い
、
滞
納

整
理
の
更
な
る
強
化
を
図
り
、
税
収
の

確
保
に
万
全
を
期
す
。
ま
た
、
国
民
健

康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
町
営
住
宅

使
用
料
、
保
育
料
も
納
税
者
の
公
平
性

確
保
と
受
益
者
負
担
の
適
正
化
へ
の
更

な
る
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
。

2　

財
産
収
入

　
　

貸
付
け
料
な
ど
の
十
分
な
検
討
を
行

い
、
改
定
や
無
償
貸
付
け
の
有
償
化

に
努
め
る
。
ま
た
、
町
有
地
な
ど
で

今
後
利
用
が
見
込
ま
れ
な
い
も
の
は
、

積
極
的
に
売
却
の
検
討
を
す
る
。

3　

物
件
費

①
賃
金
は
、
業
務
別
に
年
間
の
所
要
人
員

を
十
分
に
協
議
し
、
安
易
な
臨
時
職

員
の
雇
用
は
避
け
る
。

②
消
耗
品
は
、
コ
ピ
ー
用
紙
代
が
相
当
額

と
な
っ
て
い
る
た
め
両
面
コ
ピ
ー
を

行
う
な
ど
節
減
に
努
め
る
。

③
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
の
光
熱
水
費
は
、

徹
底
し
た
節
減
に
努
め
る
。

④
各
種
会
議
は
、
会
議
時
間
の
短
縮
に
努

め
、
昼
食
時
を
避
け
る
な
ど
食
糧
費

の
削
減
を
図
る
。

⑤
追
録
式
の
書
簡
や
月
刊
誌
な
ど
は
、
各

課
で
必
要
性
を
十
分
に
協
議
し
、
整

理
削
減
に
努
め
る
。

⑥
印
刷
物
は
、「
広
報
み
ふ
ね
」を
活
用
し
、

個
別
印
刷
物
の
発
行
を
控
え
る
。

⑦
委
託
料
は
、
委
託
の
目
的
や
内
容
、
効

果
を
十
分
検
討
し
、
積
算
根
拠
を
明

確
に
す
る
。

4　

補
助
費
等

　
　

負
担
金
や
補
助
、交
付
金
（
助
成
金
）

は
、前
年
度
の
実
績
に
よ
り
予
算
要
求
。

目
的
を
達
成
し
た
も
の
は
適
時
、
縮

小
見
直
し
、
休
止
、
廃
止
を
行
う
。

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
は
、
原
則
と

し
て
見
直
し
を
図
る
。

5　

単
独
事
業

　
　

事
業
の
必
要
性
、
投
資
効
果
、
緊
急

性
を
十
分
に
検
討
し
、
優
先
順
位
を

付
け
、
計
画
的
・
重
点
的
に
計
上
す

る
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て
前
年
度

当
初
予
算
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
起
債
事
業
も
償
還
金
の
影
響

を
考
慮
検
討
し
た
う
え
で
長
期
的
視

点
に
た
っ
た
も
の
と
す
る
。

問　

企
画
財
政
課
財
政
係
（
内
線
2
2
3
）

予算予 算
予
算
編
成
の
基
本
方
針

　

平
成
22
年
度
予
算
編
成
は
、
事
務
事
業

の
年
度
推
移
な
ど
事
業
費
の
動
向
に
留
意

し
な
が
ら
、
常
に
事
務
事
業
の
見
直
し
を

念
頭
に
置
い
て
、
役
場
の
各
担
当
課
か
ら

次
の
よ
う
な
予
算
要
求
を
行
う
ル
ー
ル
を

決
め
て
い
ま
す
。

1　

財
政
健
全
化
の
視
点

①
持
続
可
能
な
財
政
運
営
へ
の
転
換

　

経
常
経
費
の
削
減
と
公
債
費
の
抑
制
。

②
施
策
、
事
務
事
業
の
見
直
し

　

旧
来
型
の
発
想
か
ら
脱
却
し
、
時
代
に

即
し
た
施
策
、
事
務
事
業
の
範
囲
・

水
準
の
見
直
し
。

③
施
策
の
選
択
と
集
中

・

地
域
の
活
性
化
や
住
民
生
活
の
安
全
・

安
心
対
応
な
ど
へ
の
財
源
の
重
点
配
分
。

・
住
民
生
活
の
根
幹
を
支
え
る
も
の
か
と

い
う
視
点
で
の
施
策
選
択
。

④
役
割
分
担
の
明
確
化

　

公
的
部
門
と
民
間
、住
民
の
役
割
分
担
。

⑤
住
民
の
視
点
と
説
明
責
任

　

住
民
主
体
の
町
政
の
推
進
、
財
政
状
況

な
ど
の
情
報
公
開
。

⑥
効
率
性
と
成
果
の
重
視

　

費
用
対
効
果
の
検
証
、
民
間
委
託
な
ど

の
推
進
、
成
果
主
義
の
徹
底
。

⑦
受
益
者
負
担
の
明
確
化

　

受
益
者
負
担
の
適
正
化
。

⑧
職
員
の
意
識
改
革

・

財
政
状
況
に
対
す
る
危
機
意
識
・
コ
ス

ト
意
識
の
徹
底
、
迅
速
か
つ
効
率
的

な
職
務
の
遂
行
。

・

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
。

平
成
22
年
度

当
初
予
算
編
成
ス
タ
ー
ト

　

町
で
は
、
平
成
22
年
度
の
予
算
編
成
作
業
に
入
っ
て
い
ま
す
。
山
本
孝
ニ
町
長
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
、「
予
算
案
の
策
定
段
階
か
ら
公
表
し
て
、
各
種
計
画
や
予
算
案
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
と
一
体
と
な
っ
た
町
政
を
目
指
す
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
取
り
組

み
の
一
環
と
し
て
、
予
算
編
成
の
ル
ー
ル
を
抜
粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
予
算
に
関
す
る
ご
意
見
、
ご
質
問
は
、
役
場
の
担
当
課
、
ま
た
は
財
政
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
の
再
生
と
創
造―

。

　
　
　
　

最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を平成22年度も御船町の将来を見据えた効果的

な予算編成と運用を目指します
（Photo／高木保育園運動会）

町長は来年度の予算編成方針を策定して、役
場の各部局に通知。予算編成の説明会後、各
部署から財政部局へ歳入歳出予算を要求。

予算編成のおおまかな流れ

平成21年11月上旬～12月下旬　

当初予算の執行開始。年度途中、国や県によ
る事業の制度改正や災害など当初予算で見込
めなかった経費は、補正予算で対応。

平成22年4月～

財政部局は、国や県などの情報を基に依存財
源（地方交付税、補助金など）の歳入見込を
計算。さらに、自主財源（町税、財産収入など）
を加えた歳入総額（収入）を見込み、これに
歳出総額（支出）を合わせるため、予算査定（ヒ
アリング）を実施。

平成22年１月

財政部局での予算査定後、町長査定を実施し、
予算案が確定。議会へ予算案を提出するため、
議案や予算説明書を作成。

平成22年2月上旬　

3 月定例議会で、予算案の審議、議決。
平成22年3月上旬～中旬　　　　


